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1　はじめに
産総研は、2001 年の産総研発足から当時の深部地質環

境研究センターにおいて、高レベル放射性廃棄物の地下深
部埋設処分（以下、地層処分と言う）の安全規制に対して、
科学的知見の蓄積と規制機関への橋渡しを目的とした安
全規制支援研究を開始した。地層処分の安全規制は、 同
2001 年に設置された原子力安全・保安院の所掌施策であっ
た。以降、規制機関の体制の変化等はあるものの、放射
性廃棄物の処分に関する研究機関としての支援は活断層・
火山研究部門において継続している。一方、地層処分事
業を進めるために、資源エネルギー庁が主導している研究
開発の一部は、地圏資源環境研究部門が実施している。

放射性廃棄物処分に関しては、2012 年原子力規制委員
会設置後、地層処分の規制基準策定よりも、今後廃炉が
予定されている原子力発電所で生じる、長半減期核種に

よって汚染された炉内構造物の地下への埋設処分（以下、
地層処分と区別し、中深度処分と言う）に対する安全規制
が進められ、原子力規制委員会において許可基準規則、
審査ガイド等の整備が行われている。

中深度処分は、地下への放射性廃棄物埋設という点で
は地層処分と共通している。したがって、産総研がこれま
で実施してきた地層処分の安全規制支援研究の中で、火
山、断層等、処分場の立地に関する成果が活用されること
が期待されたが、結果として、断層活動に関する成果は直
接活用されることはなかった。

一方、地層処分事業は、2000 年の「特定放射性 廃
棄物の最終処分に関する法律」（最終処分法）の成立と
それを受けた実施主体である原子力発電環境整備機構
（NUMO）の設立後、2002 年から全国の市町村を対象
とした立地調査の第一段階である文献調査地区の公募を
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行ってきたが、実際に文献調査に着手できていない状況で
ある。そのため、政府は特定放射性廃棄物の最終処分に
関する基本方針を転換し、立地に関しては科学的有望地
を提示し、調査への協力を自治体に申し入れるという方針
を打ち出した（2015 年 5 月 22 日閣議決定）。そして地層処
分への地質学的適否の観点での要件・基準を提示し、既
存の全国レベルで得られる地質データに基づいて 2017 年
7 月 28 日に全国を対象として、地層処分を行う際に考慮す
べき特性の抽出と、日本全国におけるそれらの分布を俯瞰
するための科学的特性マップを公開した。

今後、産総研地質調査総合センターの安全規制支援研
究は、規制機関である原子力規制委員会・原子力規制庁に
対して、地層処分の許可基準規則及び審査ガイドに活用で
きる研究成果を橋渡しする必要がある。そのため、この論
文では中深度処分への研究成果の活用の総括に加え、科
学的特性マップを参照しつつ、中深度処分と地層処分に
おける安全規制の共通点と相違点を考察することで、今後
の地層処分の安全規制における研究課題及び研究成果の
規制機関への橋渡しを円滑に行うための成果の発信に関す
る提案を行いたい。

2　放射性廃棄物埋設処分の分類と規制の関与
2.1　放射性廃棄物の分類と処分方法

原子力発電によって生じる廃棄物の処分は、「核原料物
質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下、
炉規法と言う）において、「政令で定める放射性物質につ
いての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそ

れがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定
める基準」によって第一種（高レベル）、第二種（中・低レ
ベル）放射性廃棄物埋設に分類されている。

高レベル放射性廃棄物は、主に使用済核燃料を再処理
し、ウラン、プルトニウムを分離して残った核種をガラスと
ともに固化したもの（ガラス固化体）であり、中・低レベル
放射性廃棄物は、原子力発電所の炉内構造物や燃料被覆
管、制御棒等の放射化金属及びコンクリート構造物、ある
いは再処理施設や MOX 燃料加工施設から発生する放射
性廃棄物のように、比較的放射能濃度が高いものから、
建物の換気、洗濯廃液、使用済みのペーパータオル、古い
作業衣や手袋等の放射能濃度が低いものまでが含まれる。

放射性廃棄物の処分方法は、地表近傍にトレンチやピッ
ト等を掘削して廃棄物を保管する浅地中処分、トンネル等
の地下利用深度よりも深い深度である100 m 程度の深度
に坑道を掘削して処分する中深度処分、より大深度である
深度 300 m 以深に処分する地層処分に分類される。ここ
で、地層処分に該当する廃棄物は、高レベル放射性廃棄
物及び中・低レベルの中で、MOX 燃料加工施設等で生じ
る長半減期の超ウラン元素を含む廃棄物である。中深度
処分は、原子力発電所の炉内構造物等、中・低レベル放
射性廃棄物の中でも比較的放射能濃度が高いものが対象
となる等、放射性物質の半減期や濃度に応じた処分方法
が適用される。図 1 に、放射性廃棄物ごとの処分深度を
模式的に示す [1]。
2.2　廃棄物埋設事業における規制の関与

放射性廃棄物の処分事業は、処分場の立地、設計及び

図1　放射性廃棄物の分類と処分概念
第一種、第二種は放射能レベルによって分類されている[1]。
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将来的な被ばく線量を評価するための安全評価、地下埋
設施設の建設、廃棄物の受入及び埋設、坑道の埋め戻し、
保全、事業の廃止の段階によって構成される。図 2 に、原
子力規制庁において検討されている中深度処分の各事業
段階における規制の概要を示す [2]。制度上、規制が直接
関与する期間は、事業者の基本設計に対する事業許可の
審査から開始され、埋設事業の終了である事業の廃止措
置の終了確認によって終了する。この中深度処分の場合お
おむね 300 ～ 400 年が想定され、廃止措置が終了した段
階で、事業者は解散し規制期間が終了することが予定され
ている。

中深度処分の対象となる炉内構造物等の廃棄物及び地
層処分における高レベル放射性廃棄物の放射能濃度の経
時変化を図 3 に示す [1]。両者とも規制期間終了時である数
百年後には初期放射能濃度の 1/1000 程度に減衰する。
しかし、放射能濃度が初期濃度の 1/100 万に減衰するの

に要する時間は、高レベル放射性廃棄物では 1000 万年程
度、中深度処分対象の炉内構造物等の廃棄物においても
おおむね 10 万年程度を要する。したがって、中深度処分
及び地層処分の規制基準においては、規制期間終了後も
放射線障害（被ばく）が生じないことを保証するための規
則が必要となる。それらの規則は、後述するような火山活
動、断層活動等の影響による核種の漏洩を回避するため
の処分場の立地選定と、核種の閉じ込め機能と移行遅延
機能を持つ処分容器や緩衝材等から構成される人工バリ
ア、周辺岩盤に相当する天然バリアから構成される処分場
の設計によって担保される必要がある。

原子力規制委員会・原子力規制庁は、中深度処分に関
して、処分事業者が遵守しなければならない事項を項目ご
とに示した許可基準規則、技術的要件を満足する内容の
例を示す規則の解釈、審査官が事業者の調査・評価結果
の妥当性を確認するために、技術的要件への適合性を確

図2　放射性廃棄物処分事業における規制として講ずべき措置の例
廃止措置までの期間は300～400年程度を想定[2]

図3　原子力規制庁作成による放射性廃棄物の放射能濃度と時間の関係（[1]より抜粋）
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認するための具体的な調査・評価手法の例を示した審査ガ
イドの整備を行っている。例えば、許可基準規則骨子案で
は、処分場の立地に関しては、火山活動、断層活動、深
度の確保、天然資源及びその他考慮すべき事象が規制の
要求項目としてあげられ、一例として、火山活動に関しては
「廃棄物埋設地は将来にわたって火山活動による地層の著
しい変動が生ずるおそれのない区域に設置しなければなら
ない」と規定されている。解釈では「将来」とは少なくとも
10 万年であること、「地層の著しい変動が生ずる恐れがな
い」とは、第四紀における活動履歴を評価することによっ
て火道、岩脈等の記録が存在しないことが示されているこ
となどがある。今後少なくとも10 万年間にわたって、火山
活動が想定されないことを、事業者が証明すべきとされて
いる [3]。

また、審査ガイドにおいては、評価・調査の方法として、
調査範囲として廃棄物埋設地及び施設から15 km の範
囲、調査方法としてデータベース等による文献調査、地形
調査、地質調査を行うことに加え、将来にわたる火山活動
の可能性が科学的根拠を持って否定できる例が示されてい
る [4]。

3　既往研究成果と中深度処分の安全規制
3.1　規制期間終了後に安全が確保されるべき期間の設定

前章に示したように、中深度処分によって埋設される廃
棄物中の放射性物質の濃度は長期にわたり減衰しない一
方、規制機関が定期的な評価等によって直接関与できる期
間は、処分事業の廃止までの期間である 300 ～ 400 年程
度である。また、日本においては、長期的には廃棄物は
地下水に接触する可能性が高いため、溶出した核種は地下
水流動によって長期間をかけ減衰しながら生物圏まで到達
し、井戸の利用や農作物等さまざまな形で居住者が被ばく
する。規制基準では、居住者の被ばく線量が長期にわたっ
ても一定値以下となることが求められるが、その前提条件
として、廃棄物埋設地への断層活動や火山活動の直撃によ
る破壊、あるいは地盤の侵食による廃棄体の地表への急
激な接近という地質事象が発生しない地域の選択が求め
られる。そのような地質事象が発生しないことを要求する
期間として、許可基準規則骨子案では少なくとも10 万年と
いう期間を規定している。

この期間の設定に当たっては、埋設処分される廃棄物の
放射能特性の変化と将来にわたる火山、断層活動の発生、
あるいは隆起・侵食の傾向に関する予測可能性が担保され
る期間が重要となる。廃棄物の放射能特性は、図 3 に示
したように約 10 万年で多くの核種が十分に減衰する。一
方、地質事象の予測可能性としては、特に埋設深度の変

化に直接影響する侵食量の評価において、過去の海水準
上昇時に百数十 mという海面上昇が見られる場合、沿岸
域では水平方向の側方侵食と堆積による地形変化が生じる
ため、次の海水準サイクルの海水準上昇時においてどのよ
うに侵食が広がるかを予測することは困難である [5] が、海
水準低下時の挙動は比較的予測可能であるため、想定さ
れる次の海水準上昇が開始するまでの時間である10 万年
という期間が設定された。
3.2　地質変動事象ごとの規制要求の概要
3.2.1　火山活動に関する規制要求

火山活動に関しては、今後 10 万年間におけるマグマの
貫入、噴出による廃棄物埋設地の変形・破壊が生じないこ
とを、埋設施設近傍約 15 km の範囲に第四紀（現在から
約258万年前まで）に活動した火山が存在しないことを持っ
て確認することが要求されている [3]。

産総研は、過去の火山活動の時空分布を分析すること
で、例えば東北日本における前弧域、背弧域の火山活動
の特徴を示した [5]。また、日本列島において、調査データ
と既往公表データをまとめた第四紀火山岩体及び貫入岩
体のデータベース [6] を公開した。中深度処分の審査ガイド
においても、立地調査の文献調査段階において、これらの
成果を活用した調査が行われていることを確認することが
明記されている。
3.2.2　断層活動に関する規制要求

発電用原子炉の審査においては、将来活動する可能性
のある断層の定義は、「後期更新世以降（約 12 ～ 13 万年
前以降）の活動が否定できないものとすること。」とされて
いる [7]。一方、中深度処分においては、3.1 節で示したよ
うに、原則 40 年間の稼働期間が前提となる発電用原子炉
と異なり、将来 10 万年間の安全を確保する必要がある。

過去の地震の例を見た場合、第四紀において明瞭な活
動の記録が残されていない断層の活動によって生じた 2003
年宮城県北部地震のような例が存在し [8]、最新の活動履
歴のみから将来の活動可能性の評価を行うことは将来予測
の点で不確実性が大きいと判断された。したがって、中深
度処分の審査ガイドにおいては、発電用原子炉と異なり、
文献調査あるいは現地調査において存在が確認された断
層は、その活動履歴に関わらず将来活動する可能性がある
ものと考え、処分坑道の中で廃棄物を埋設する部分（廃棄
物埋設地）を断層及び周辺の影響範囲の外に設置するこ
とを要求している。ただし、考慮すべき断層長さの下限と
して、1 回の活動によるずれが生じた場合でも工学的対策
で安全が確保できるという前提で、長さ 5 km 以上の断層
を対象としている。

また、廃棄物埋設地が長さ 5 km 以上の断層の影響範
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囲に設置されていない場合、すなわち前段の基準に適合し
ている場合においても、「廃棄物埋設地近傍に断層が存在
する場合には、当該断層の形状、規模及び活動度を考慮
し、廃棄物埋設地への影響を勘案した上で、当該断層の
伸長の可能性を評価すること」とされているが、現状の審
査ガイド骨子案においては具体的な評価方法が明示されて
いない。

産総研は、規制支援研究として主に低活動性断層の再
活動可能性評価に関する研究として、花崗岩地域を対象と
した断層ガウジ（断層粘土と破砕物からなる破砕帯）の鉱
物・化学特性による評価 [9]、断層面の三次元的形状と断層
面に作用する応力による力学的指標（Slip Tendency用語 1）
を用いて断層の動きやすさを評価する手法の開発 [10] を行っ
てきた。産総研は、この力学的指標を用いた評価手法を、
東北、中部、近畿地方等の異なるテクトニックブロックに
適用している [11]。その結果、図 4 に例を示すように、東北
地方においては第四紀における活動履歴が確認されている
断層は、多くの場合 Slip Tendency によって有意に抽出す
ることが可能であることが示された。しかし、中部日本や
近畿地方においては、第四紀における活動履歴が認められ

ていない断層においても Slip Tendency が大小広く分布し
ている結果となっている。その原因としては、断層の摩擦
係数や断層面内の間隙水圧の影響、第四紀の活動履歴が
存在するにも関わらず活動間隔が長いために、地形学・地
質学的手法では正確に評価できていない可能性などが考え
られるが、その上で、活動履歴が認められていない断層に
関しても、現在の地殻応力状態によって将来活動する可能
性があるものが存在すると結論づけられている。このよう
な解析は、断層の三次元的形状等の調査結果に加え、微
小地震等の観測結果によるその場に作用する地殻応力の
解析結果があって初めて可能なものであり、両者を備え、
融合できる産総研地質調査総合センターの代表的な研究
成果と言える。

しかし、審査ガイドにおいて、廃棄物埋設地の設置を避
けるべき断層に関しては、前述したように断層の活動履歴
ではなく長さを要件としたことによって、その要件に産総研
の成果が直接反映されるまでは至らなかった。これには、
前述したような断層活動に関する保守的な判断に加え、力
学的指標による評価の適用例がいまだ十分でないことや、
境界条件となる応力場や入力パラメータ等の設定に関して
不確実性が残存していることが影響していると考えられる。
3.2.3　隆起・侵食

中深度処分や地層処分のような地下への放射性廃棄物
の処分において、埋設深度の減少は、廃棄体の地表への
露出に至らないまでも、トンネル等の地下空間利用あるい
は井戸等のボーリング掘削といういわゆる人間侵入による
被ばくの原因となり得る。そのため、中深度処分の許可基
準規則骨子案では、人間侵入の防止という観点から、廃
棄物埋設地の位置に関する基準に、将来的な侵食量に関
する要求が設定されている。

許可基準規則骨子案においては、深度に関する要求とし
て、現在のトンネル等による地下利用の実績から、将来少
なくとも10 万年間にわたり、廃棄物埋設地の深度として、
70 メートルが確保されることを要求している。したがって、
調査・評価手法としては、将来 10 万年間における侵食量
あるいは侵食の要因となり得る隆起量に関して、過去の外
挿という観点から過去数十万年間における侵食量あるいは
隆起量の標準的な調査・評価手法を示す必要がある。審
査ガイドでは、過去の侵食によって生じる指標地形面の形
成年代の評価、あるいは必要に応じた地球化学的調査を
行うことが調査・評価手法として示されている。

産総研においては、海岸段丘等の指標地形面の編年を
行う際にも適用可能な年代測定手法として、カリ長石を用
いた光ルミネッセンス法 [12] による浅海堆積物の堆積年代の
測定と、詳細な堆積相解析による海面指標の認定 [5] に基

図4　東北地方の活断層に対する力学的指標による活動度評価
結果、地域応力場は東北地方太平洋沖地震前の地震データか
ら算出（[10]を一部改変）
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づく過去数十万年間の隆起速度評価の高精度化を進めてい
る。一方、地域的な侵食速度を数十万年の時間スケールに
おいて直接的に評価する手法として、地表近傍における岩
石の宇宙線への暴露によって、岩石中に生成された核種の
深度分布を用いて評価する手法の研究を行ってきた [13]。

前者に関して、指標地形面の編年では、段丘構成物か
ら年代が既知の広域テフラ用語 2 を検出した上で、地形面が
形成された海水準変動ステージを間接的に推定する方法が
一般的であるが、複数回の海水準変動サイクルを経た古い
地形面では、年代指標となるテフラが乏しい場合が多いと
いう問題が存在した。産総研が進めている研究は、そのよ
うな地形面への適用においても、堆積物の堆積年代を直
接評価することによって地形面の形成年代を評価する手法
である。一般的な石英粒子を用いたルミネッセンス法は測
定限界として約 10 万年前 [5] であり、将来少なくとも10 万
年以上の隆起・侵食の評価を行うためには十分な時間の評
価が困難であった。一方、カリ長石粒子を用いたルミネッ
センス法を適用することで、適用限界を数十万年前まで拡
大することが可能となった。将来 10 万年の予測を過去の
外挿から精度良く行うためには、少なくとも過去数十万年
までの地形面の編年と隆起速度を高精度で評価すること
が必要であり、これによって、将来 10 万年の予測の確度
が向上するため、特にテフラによる編年が困難な地域にお
いても、実際の処分場立地選定における手法の適切性の
判断の科学的根拠となり得る成果が得られている。

後者に関して宇宙線核種は、海水準変動とは独立した
評価手法であり、侵食速度を直接評価できる手法であるこ
と、明瞭な指標地形面が認められない場合においても適
用可能な手法として、審査ガイド骨子案において、事業者
から提出される申請の妥当性を確認する上での適用される
べき調査・評価手法の例として示されている。ただし、放
射性廃棄物処分への適用に当たっては、個々の侵食量評
価手法が適用可能な空間スケールの検討等、今後解決す
べき課題が多い。また、現状の侵食量評価手法では評価
が困難な、海水準変動に伴う沿岸部の側方侵食や河川侵
食による将来 10 万年間における水平方向の侵食量の予測
手法に関する知見の蓄積が必要となる。
3.2.4　その他地質事象等

審査ガイド骨子案においては、以上の地質事象の他に、
大規模マスムーブメント用語 3、泥火山用語 4 等の事象が、立
地の排除要件となり得る事象として示されている。また、
排除要件として扱わないが、立地地点の状況を勘案して影
響評価を行う事象として、熱水活動・深部流体、気候変動・
海水準変動があげられ、それ以外に熱（T）、水理（H）、
力学（M）、地球化学（C）のいわゆるTHMC 特性が個別

評価の対象として示されている。
それらの個別要因に対して、産総研は例えば大規模マス

ムーブメントデータベース [14]、泥火山データベース [15] を公
開し、審査において用いられる知見の整理を行っている。
熱水活動・深部流体に関しては、日本列島におけるスラブ
起源水上昇地域をデータベース化するとともに、日本列島
における深部流体の起源及び化学的特性の分類を行って
いる [16]。今後は、単に現状における深部流体上昇の有無
のみではなく、将来的な深部流体上昇の可能性、その際の
想定される化学特性等の評価を行うための手法開発が必
要である。また、処分深度が比較的浅いため、周辺地下
水が酸化的環境となり、核種の地下水への溶解の促進や、
ベントナイト等の人工バリアの核種隔離性能あるいは遅延
性能の低下を引き起こす可能性への配慮が必要となる。

一方、THMC 特性に関して処分場の地下施設建設によ
る人為的擾乱が発生する前の、いわゆるベースライン調査
における物理探査やボーリング調査を用いた手法開発と技
術的取りまとめを実施しており [5]、特に水理特性に関して
は、異常間隙水圧と地下水流動、物質移行への影響の評
価手法に関する詳細な検討を行っている [17]。それらの地下
環境のベースライン評価と長期変動予測の中で、安全評価
上特に問題となり得る水理、地球化学特性とそれらの長期
変動予測に関する評価手法に関する研究を進め、今後整
備及び改訂が進められる調査、モニタリングに関する審査
ガイドに反映されるよう、成果の取りまとめを行っていく必
要がある。

4　地層処分の規制への成果の反映法
4.1　中深度処分安全規制との共通点と相違点

地層処分に係る規制の考え方は、高レベル放射性廃棄
物に含まれる長半減期核種の濃度が中深度処分と比較し
て数桁高いという特徴を有する。地層処分における具体的
な要求深度や評価期間については中深度処分と異なると考
えられるため、さらなる技術的な検討が必要である。しか
し、例えば長期間にわたって公衆と生活環境を防護するた
めの根幹的な対策として、事業者に離隔と閉じ込めといっ
た設計上の対策を要求する考え方などは中深度処分と共通
するものと考えられている [1]。ここでは、地層処分と中深
度処分の具体的な技術的課題の相違点を明らかにすること
で、地層処分の安全規制の技術的要件と、そこへ研究成
果を反映させるための課題を分析する。

資源エネルギー庁が公開した「科学的特性マップ」[18] は、
地層処分を行う場所を選ぶ際にどのような科学的特性を考
慮する必要はあるのか、それらは日本全国にどのように分
布しているかということを大まかに俯瞰するためにマップの
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形で示したものである。その中で、例えば火山・火成活動、
断層活動等の各項目に対し、好ましくない範囲の要件、基
準を提示している [18]。科学的特性マップは、処分事業者
の公式な立地選定に先立つ議論として、既存の全国スケー
ルで得られるデータから地質学的特性分布を俯瞰的に示し
たものである。一方、規制における基準は、事業者が処分
場の立地のための地質学的調査を行い、処分場の位置を
決定した後の審査を行う上での基準であるため、両者の目
的が大きく異なる。そのため、両者の基準を直接比較し、
個別要件ごとの相違点を単純に議論することは意味を持た
ないが、地層処分を行う際に考慮すべき要件と、中深度
処分の安全規制上の地質学的条件を比較することで、今
後、地層処分における規制基準の検討に必要な技術的課
題の抽出を行う際の参考としては利用可能であろう。

ここでは、科学的特性マップにおける要件・基準と中深
度処分の規制基準を表 1 において比較することで、今後整

備されるべき地層処分の規制基準の設定において必要とさ
れる研究課題に関する議論のベースとする。ただし、繰り
返しとなるが、両者は対象廃棄物が異なると同時に、科学
的特性マップは立地選定の立場で示されたものであり、現
状において全国レベルで入手可能なデータから判断されて
いるのに対し、規制基準は調査等が終了して選定された破
棄物埋設地の立地の適否を判断するためのものであるとい
うことから、要件・基準を利用する段階と中心となる視点
の相違に注意が必要である。

対象とする時間スケールに関しては、科学的特性マップ
整備の議論を取りまとめた報告書 [19] において、「処分場ス
ケールの地質環境は、人工バリアの機能が所定の期間維
持されるのに適した設置環境としての特性を有すること、
天然バリアが放射性物質の溶解、移行を抑制するのに適
した特性を有すること、さらには、それらの特性が数万年
以上の長期間の時間スケールにおいて変遷する中で許容で

表1　科学的特性マップと中深度処分規制基準における地質事象ごとの要件と基準の比較

前提条件及び評価項目 科学的特性マップにおける好ましくない範囲の要件
（地層処分の観点からの特性の分類）

中深度処分の許可基準規則・審査ガイド
（原子力規制委員会）

事業者の事業許可申請に対する安全審査

少なくとも 10 万年

目的及び利用する段階

基となるデータ

対象とする時間スケール

火山・火成活動

断層活動

隆起・侵食

地熱活動

火山性熱水活動・深部
流体

未固結堆積物

火砕流等

鉱物資源等

事業者の公式な処分場立地の前段階において、国民理
解を深めるための対話活動

天然バリアの遅延特性が維持される期間として数万年
以上、隆起・侵食では 10 万年

・第四紀火山の中心から 15 km
・第四紀の火山活動範囲が 15 km を超えるカルデラ
の範囲

・活断層に、活動セグメント長あるいは起震断層長の
1/100 程度の幅を持たせた範囲

・将来 10 万年間で隆起と海水準低下による侵食量が
300 m を超える地域

（処分場の地表への接近の観点から）

・処分深度において緩衝材温度が 100 ℃未満を確保
できない地温勾配

・地下水の特性として pH4.8 未満あるいは炭酸化学
種濃度 0.5 mol/L 以上を示す範囲

・深度 300 m 以深まで更新世中期以降の地層が分布
する範囲

・完新世の火砕流堆積物・火山岩・火山岩屑の
分布範囲

・鉱業法で定められる鉱物のうち、全国規模で整備さ
れた文献データにおいて、技術的に採掘が可能な鉱量
の大きな鉱物資源の存在が示されている範囲

事業者が実際に立地調査を実施した後の調査データ及
び文献データ

・第四紀における火道、岩脈等の記録のある地域
・第四紀火山活動の時空分布から、少なくとも今後
10 万年間にわたって火山活動が生じる可能性がある
地域

・地表面に投影した長さ 5 km の断層及び力学的影響
が及ぶ範囲（当該断層からの距離が断層長さの最大
1/100 まで）

・将来 10 万年間においても深度 70 m を確保
・海水準変動による側方侵食を考慮
（トンネル等の地下利用深度の観点から）

・排除要件としないが、立地地点の状況を勘案して影
響を評価

・排除要件としないが、立地地点の状況を勘案して影
響を評価

・地表施設に関しては、完新世の火砕流堆積物等の分
布範囲
・排除しないまでも、実際の地質環境調査において、
処分システムの性能を評価する上で重要となる事項

・天然資源が有意に存在することが確認されていない
区域に設置
・天然資源とは、現在、すでに社会的に利用されてい
る資源又は将来的にその利用が有望視されている資源

・発電エネルギー資源として利用可能な地熱資源の存
在する地域
・熱特性に関しては排除要件としないが、立地地点の
状況を勘案して影響を評価

以下の条件を満たす文献データ
1）品質が確立され（信頼性の観点）
2）全国規模で体系的に整備されるなどにより地域間
　　のデータが客観的に比較可能とし（地域間の公平
　　性確保の観点）
３）現時点で一般的に入手可能である（透明性・検証
　　可能性の観点）
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きる変動範囲内にとどまることが求められる」と示されてお
り、最低限数万年間以上は天然バリアとなる岩盤の遅延特
性に大きな変動がないことがあげられている。科学的特性
マップでは、考慮すべき科学的特性とその分布を俯瞰的に
見るという目的から、時間スケールに関する明確な議論の
結果は示されていないものの、隆起・侵食において 10 万
年間の隆起量 300 m が基準となっていることから、対象と
する時間スケールとしては 10 万年が念頭にあるものと考え
られる。一方、中深度処分においては、3.1 節に示したよ
うに、主に侵食による深度減少の予測可能性と放射能濃
度の減衰の観点から、10 万年間を対象としている。地層
処分と中深度処分の廃棄物の特徴を考慮すると、後述する
ように地層処分においても、少なくとも中深度と同等ある
いはそれ以上の時間スケールを対象とすべきであろう。

表 1 中の個別自然事象に着目すると、火山・火成活動及
び鉱物資源に関しては、両者でほぼ共通する基準が設けら
れている。一方、断層活動は、科学的特性マップでは「今
まで繰り返し活動し、将来も活動する可能性が高く、変位
の規模が大きい断層は回避する必要がある [18]」という前
提の下で、活断層とその影響範囲として破砕帯幅（両側で
長さの 1/100）を好ましくない範囲としているのに対し、中
深度処分では長さ 5 km 以上の断層と、現地調査で想定さ
れる力学的影響範囲（最大限断層面からの片側の距離が長
さの 1/100）を回避する要件としている。対象とする断層
に関する相違点は、科学的特性マップの基準は、現段階
において全国スケールで得られる活断層のデータベースに
基づくこと、一方中深度処分の基準は、実際に現地調査
が実施され周辺地域までを含めた断層の三次元構造があ
る程度把握できた段階で、存在が確認された一定長さ以
上の断層は、将来 10 万年間に活動する可能性があるとい
う考え方に基づく。断層活動の影響範囲に関しては、科学
的特性マップでは、地層処分の観点から好ましくない基準
として、データベース上の断層長さから破砕帯の幅を想定し
ていることに対し、中深度処分では、破砕帯に加えて、周
辺の損傷領域までを調査によって想定すること、その際に
想定の最大幅として片側で断層長さの 1/100 とするという
考え方を用いたことで相違が生じている。

隆起・侵食に関しては、処分対象深度の相違によって
基準となる侵食量の値が異なっている。科学的特性マッ
プは、深度 300 m 以深に廃棄物を埋設する地層処分にお
いて、将来 10 万年間に隆起と海水準低下による侵食量が
300 m を超える可能性が高い地域を、好ましくない範囲の
基準としていることに対し、中深度では、3.2.3 に示したよ
うに将来 10 万年間において一般的な地下利用の深度以上
の深度を確保することを要求したものであり、基本的には

将来において処分場、廃棄体が地表へ接近しないことを要
件としている点では共通である。

その他の項目として、地熱活動、熱水活動・深部流体、
未固結堆積物及び火砕流等に関しては、科学的特性マッ
プでは具体的な基準が提示されているが、中深度処分に
おいては排除要件とせず、個別の地点の特性として影響評
価を行う項目とされている。ただし、特に熱水活動・深部
流体に関しては、処分深度における現状の水質や将来的な
活動の評価手法や、安全評価を行う際の地球化学特性の
設定方法という問題が残されている。
4.2　地層処分の安全規制において考慮すべき要件

規制機関において中深度処分の規制基準及びガイドが
整備された後は、1 章で示した事業の動向や社会的要請
から、地層処分における規制基準等の整備が行われる可
能性が高い。中深度処分と地層処分において考慮すべき
地質事象は類似しているため、地層処分の規制基準が、
中深度処分の基準を参考にして整備される場合において
も、以下の項目に留意する必要があると考えられる。
4.2.1　対象とする時間スケール

高レベル放射性廃棄物は、中深度処分対象廃棄物と比
較して放射能濃度の減衰には長期間を要するため、規制
基準において対象とする時間スケールは少なくとも中深度
処分と同等、あるいはより長期間に設定する必要があると
思われる。一例として、スイスの規制機関である連邦原子
力安全検査局（ENSI）は、「地層処分場の設計原則とセー
フティケースに関する要件（ENSI-G03）」において、少なく
とも100 万年までの間は防護基準が遵守されることの立証
を求めている。日本列島においては、立地基準に関連する
地球科学的事象の予測可能性に関しても地域的特性が存
在するため、地域、事象ごとに一定の確度で予測可能な期
間を明示するとともに、不確実性が増大する将来において
も安全を評価するための方法論を提示する必要があろう。
100 万年スケールの地質変動事象を検討する場合は、日本
列島スケールの地質現象の根本的な駆動力であるプレート
運動の継続性と将来変遷にまで検討範囲を広げる必要が
生じる。この課題に対する産総研の既往の研究成果の例
としては、日本列島周辺のプレート運動と地殻変動の変遷
と将来予測に関する成果があげられる [20]。ここでは、過
去 2,500 万年のプレート運動と地殻変動の再現を行うこと
で、将来のプレート運動の予測可能性の評価を行い、プレー
ト運動による地殻変動が今後数十万年程度で転換する可
能性を示す積極的証拠はなく、少なくとも今後 10 万年程
度は現在の枠組みが継続するということが示されている。
プレート運動とそれに伴う地殻変動は、規制基準において
も考慮すべき自然事象の根本的な要因となるものであるた
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め、今後は、そのような将来予測の前提条件下で、処分場
に影響を及ぼす自然事象に関する予測可能期間や長期に
わたる不確実性の幅を示すことが必要となる。
4.2.2　埋設深度の影響

中深度処分の想定処分深度が約 100 mであるのに対
し、地層処分では、最終処分法において、「地下三百メー
トル以上の政令で定める深さの地層」に処分するものと規
定されている。深度 100 m 程度における地下水流動は、
多くの場合天水を起源とした水の循環であるのに対し、深
度が増加した場合、堆積岩地域においては 3.2.4 項で述べ
たような異常間隙水圧が発生し、単純な天水の循環が及
んでいない場合が多い。異常間隙水圧の成因によっては、
地下水流動や核種の移行において従来の数値解析モデル
が単純には適用できない場合が存在する。異常間隙水圧
が観測された際のその成因の評価、その場合の地下水流
動及び物質移行への影響に関しては、今後も知見の整備
を進め、審査ガイド等に反映させる必要があろう。

また、深度が増加することによって、熱や化学場が地下
水流に与える影響が顕著に出ない場合であれば、地表と
比較すると動水勾配が比較的小さく、透水係数も小さい傾
向があるため、地下水の流速は遅くなる傾向にある [19]。中
深度処分においても、審査ガイドで地下水流動解析結果
の検証と核種移行経路の設定において、水頭、水質、地
下水年代等の情報及び解析的な検討を用いて説明すること
を要求している。地表から涵養された地下水が地層処分の
対象深度に到達するには、中深度処分と比較して長時間を
要することに加え、処分深度の地下水は、天水に加え海水
や深部流体等の複数の起源を持つ水が混合している可能
性があることから、複数の同位体を用いた地下水年代評価
や、隆起・侵食や海水準変化による地下環境の変化の結
果としての地下水年代と数値解析の結果を有機的に結合さ
せる手法の構築が急務と言える。

5　安全規制機関への橋渡しに向けて
研究機関の研究成果を規制の許可基準規則やガイド等

へ反映させることは、一義的には規制機関側の役割であろ
う。一方、処分場の立地に関する許可基準規則及び審査
ガイドの整備を行うためには、地質学、地形学、地震学、
火山学、第四紀学、水文学、地球化学等の幅広い分野の
知見が必要となる。規制機関はそれらの分野の最新の研
究成果を収集、整理した上で、許可基準規則や審査ガイ
ドを策定しなければならない。そのために、日本における
地球科学の主導的な研究機関である産総研地質調査総合
センターは、規制機関のニーズを反映した形での成果の橋
渡しによる科学的な面での支援を行う必要があり、それは

規制機関の将来的な専門性の向上にも有効である。ここで
は、今後整備されるべき地層処分の規制に対して、研究
機関として行うべき課題と、橋渡しの方法に関して考察し
てまとめとする。

規制における許可基準規則及び審査ガイドは、中深度処
分を例とすると、審査・評価項目（審査及び安全評価の対
象とする地質事象や地質環境）、審査基準（事象ごとに評
価の対象とする期間、排除の基準）及び適合性を実証す
るために実施すべき調査・評価手法の例から構成される。
ここでは中深度処分の許可基準規則、審査ガイドに追加す
べき検討項目を抽出する。

審査・評価項目に関しては、4 章で述べたように、地層
処分と中深度処分との相違点から、地層処分特有の課題を
より詳細に抽出し、中深度処分の規制基準において考慮
すべき地質事象に関して、その評価手法を提示する必要が
ある。一例としては、科学的特性マップに示されている熱
水活動・深部流体が該当する。立地における排除要件とす
るか否かの最終的な判断は規制機関が行うとしても、産総
研は、将来 10 万年を超える長期間を対象とした具体的な
基準が設定可能であるか、あるいは立地調査段階で具体
的な調査・評価が可能であるかという課題に対して検討を
進める必要がある。

審査基準に関しては、規制機関が評価期間の設定を行
う上で、第一には 4.2.1 項に示したように地質事象の発生
に対して評価可能な期間の理解が重要である。次に、そ
れぞれの事象に関する評価可能期間における発生可能性
の議論として、過去の活動の時空分布の評価によって、将
来における事象を評価することとなる。産総研の研究成果
の中で、例えば 3.2.1 項に示した火山活動に関するデータ
ベース等、過去に発生した事象の時空分布を評価可能な例
も存在する。しかし、長期予測を行う上では過去に発生し
た事象の単なる将来への外挿のみではなく、対象地域の
構造発達史や事象の発生メカニズムを理解した評価を行う
必要がある [21]。そのために、産総研としては、4.2.1 項で
示した日本列島スケールの地殻変動の将来予測を基とした
上で、それぞれの自然事象を対象とした長期予測手法を提
示する必要がある。その上で、規制機関は、評価すべき期
間と最低限排除すべき基準（例えば、侵食の影響を考慮し
ても評価期間内に確保すべき深度等）、不確実性が増大す
る長期間における判断指標等を提示することとなる。

例えば、地層処分における断層活動の基準は、過去の
履歴から将来 10 万年間の評価が可能な地域があると考え
られている火山活動 [5] 等と異なり、活動履歴や活動可能
性評価ではなく中深度処分と同様に断層の長さのみを対象
としたものになる可能性が高い。その際に、産総研が進め
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ている力学的指標による断層活動性評価手法は、基準策
定には直接活用することは困難となろう。しかし、中深度
処分の審査ガイドと同様に、廃棄物埋設地周辺の断層の
活動による影響を評価するという基準を設ける場合には、
周辺断層の活動性や伸長、複数の断層の連結の可能性の
評価を行う必要がある。現状、産総研のみならず世界的に
見てもそのような研究が行われた事例は少なく、今後、規
制機関の支援を行う上で重要な課題となる。したがって、
現状までの力学的手法による活動性評価を発展させ、断層
活動性と断層の伸長の関連性の評価や、断層活動をもたら
す応力場の変動に関する検討を行い、周辺断層の影響に
関する基準や評価の方法論を審査ガイド等へ反映させるた
めの成果を発信すべきである。

調査・評価手法に関しては、3 章に例を示したように、
現状の中深度処分でも産総研のいくつかの成果は審査ガイ
ドに活用されている。中深度処分と比較して地層処分にお
いて特に重要となる課題は、より深部の流速が小さな場に
おける地下水流動の評価である。特に、隆起・侵食、海
水準変動、断層活動等の要因が、地下深部の水頭、水質
や地下水年代の調査結果に与える影響を、今まで産総研で
実施してきた水文学的調査研究結果から抽出・整理し、そ
れぞれの水理地質構造に応じた調査、評価上の留意点を
示すことで、立地調査や将来的な地下水モニタリング等の
審査ガイドに反映させていく必要がある。

中深度処分が対象ではあるが、具体的な規制基準の検
討が開始された以降、断層活動に関して提示された規制
基準と産総研の研究課題設定の相違点を例としても、産
総研の研究成果の規制機関への橋渡しは十分とは言えな
い。これは、規制機関の体制の変化によって、一時的に
放射性廃棄物処分の規制上の優先度が不明確となったこ
と、そのために規制機関と産総研の間での情報交換が不
十分となり、迅速な規制基準の整備への対応が困難となっ
たことが主な原因であろう。例えば、中深度処分の位置の
基準に関しては、規制機関における外部専門家との本格
的な議論の開始から許可基準規則骨子案の公表までの期
間はほぼ 3 か月程度と、比較的短期間で方向性が決まって
いるため、年度単位の研究プロジェクトの中では対応が困
難である。産総研の研究成果の橋渡しのためには、研究
成果を利用する規制機関との定期的なコミュニケーション
によって、基準やガイドの整備のニーズに合致した科学的
知見の受け渡しや新たな研究課題の提案という段階を踏む
必要性を痛感している。また、そのような情報交換によっ
て、規制機関に所属する地質学を専門としない技術者の人
材育成にも寄与できるものと考えられる。

今後、規制機関との議論の土台として、産総研研究成果

も含めた現状の最新科学技術をまとめた技術資料の定期
的発信や、調査データを可視化したデータベースの継続的
整備のように、規制機関が利用しやすい形での発信を行っ
ていきたい。また、個人的には、産総研の科学的研究成
果を、規制基準等の整備や審査の判断に活用するための
知見へと再構築する役割を果たし、規制機関の方針の転
換に柔軟に対処した課題設定や提案を行うために尽力した
いと考えている。
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用語1： Slip Tendency：断層周辺の応力状態と断層の走向・
傾斜、間隙水圧から計算される断層面上の作用するせ
ん断応力と法線応力の比で計算される指標[22]。一般的
に摩擦係数で規格化され、0～1の値で示される。Slip 
Tendencyの値が大きい程、現在の応力状態で活動し
やすい断層という評価となる。

用語2： テフラ：火山噴火の際に火口から放出され、空中を飛行
して地表に堆積した火山砕屑物の総称。巨大噴火の際
のテフラは供給源から数百～数千km以上隔たった地
域においても独立した地層として認められるため、地形
面の対比や編年に利用される[23]。

用語3： マスムーブメント：地すべりや山体崩壊等、斜面を構成
する岩体が重力によって下方へ移動する現象で、斜面
上での岩体に対するせん断力がせん断抵抗力を上回っ
たときに発生する。大規模なものは、移動土塊の体積
数10 km3、移動距離数10 km、すべり面の深度数100 
m に達することが知られている[5]。

用語4： 泥火山：泥火山は、異常に高い間隙水圧を持つ地下の
泥が上位の地層を押し上げてドーム状に上昇し、地下水
（温泉水）、（可燃性）ガス、時には石油とともに地表
に噴出して、火山に類似した地形を生じたものである。
泥火山による堆積（凸型）地形や陥没（凹型）地形は、
最大で高さ数百m、直径数km に及ぶこともある[5]。

用語の説明



論説：放射性廃棄物処分の安全規制と地球科学（伊藤）

−104− Synthesiology　Vol.11 No.2（2018）

執筆者略歴
伊藤 一誠（いとう かずまさ）

1988 年 3 月東京大学大学院工学系研究科
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査読者との議論
議論1　全体について
コメント（栗本 史雄：産業技術総合研究所、渡部 芳夫：産業技術総
合研究所）

この論文は、中深度処分の規制に関する産総研の研究成果の活用
事例を述べ、今後の高レベル放射性廃棄物処分への利用を見据えた
課題をまとめています。その内容は、研究開発の成果を社会に生か
すための動向・分析を目標とする「論説」に適っており、シンセシオ
ロジーにふさわしいと判断します。また、2017 年 7 月に公開された資
源エネルギー庁「科学的特性マップ」との比較も行われており、意義
があると考えます。

議論2　規制基準の扱いについて
コメント（渡部 芳夫）

国の安全規制で先行して整備が進んでいる「中深度処分」規制を
概説し、「地層処分」についてこれと比較する際に、資源エネルギー
庁が公表した「科学的特性マップ」での要件・基準は、規制そのも
のの議論においては「地層処分」で同一に扱う事ができない事を十
分に読者に伝える事が肝要です。原子力の安全研究を行っている産
総研としては、正確で丁寧な記述に努めて下さい。この論説のオリジ
ナルな成果が読者にスムーズに誤解なく理解されるよう、記述の構造
や語句・概念等の平易さに努めるなどの配慮が肝要です。

回答（伊藤 一誠）
ここで比較している両者は、利用される目的や段階、考慮の基とな

るデータの量や質も大きく異なるものであり、単純には比較できない
ものであることを明確にするため、両者の目的と利用段階、基となる
データ比較に関する記載を追加するとともに、両者が単純には比較で
きないものであるが、課題抽出のためにあえて比較するという説明を
追加しました。

議論3　産総研の研究成果
コメント（栗本 史雄）

中深度処分の規制に関する産総研の研究成果の活用事例を述
べ、今後の高レベル放射性廃棄物処分への利用を見据えた課題を簡
潔にまとめていると思います。「3.2.2 活断層に関する規制要求」は産
総研成果の活用に至らなかった事例を示しており、今後の研究にとっ
て重要であり、この論文のポイントになると思います。力学的指標に
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よる活動可能性評価等の適用事例の拡充、パラメータの合理的設定
法の確立が必要と記述されていますが、これに関する具体的な研究
の進捗、産総研としての貢献や立ち位置（強味）を強調していただき
たいと思います。「3.2.3 隆起・浸食」についても同様です。

回答（伊藤 一誠）
断層活動に関しては、産総研で実施されている断層再活動性評

価に関する最新の論文の引用を追加した上で、力学的指標としての
Slip Tendency が廃棄物埋設地周辺に存在する断層の活動性評価に
おける第一段階の評価手法として有効であることを追記しました。ま
た、今後、具体的な調査・評価手法として認知されるために進める
べき研究課題を具体的に追記しました。隆起・侵食に関しても、産
総研における研究の進捗に関しての追記を行うとともに、現在の許可
基準規則や審査ガイドにおいて要求されているが、具体的な評価手
法に関して十分に検討が行われてない水平方向の侵食に関する課題
を追記しました。

議論4　研究の橋渡し
コメント（栗本 史雄）
「3.2.2 活断層に関する規制要求」および「3.2.3 隆起・浸食」に関

する既存の研究成果の具体的な説明や産総研成果の学術レベル等
への言及に基づいて、産総研の優位性や立場を強調し、その上で国
の基準として審査ガイドへの提案に向けた方策・計画や今後の研究
方針を述べていただきたいと思います。

回答（伊藤 一誠）
3 章で産総研が現在進めている研究について、放射性廃棄物処分

の観点からの優位性を追加しました。その上で、5 章において、特に
断層活動に関して、地層処分の基準にも引き継がれると思われる中
深度処分の基準適合性の審査ガイドへの橋渡しに向けた研究方針に
関する記述を追加しました。


